
別添

第８期介護保険事業計画に記載した「取組と目標」に対する自己評価シート（令和５年度実績）

※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成

区分 現状と課題 第８期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
第８期計画
掲載ページ

実施内容 自己評価 評価理由 課題と対応策

【自己評価基準】
・評価基準どおり、も
しくはそれ以上に達
成できた場合は、A。
・評価基準に満たな
い、もしくは達成でき
たとしても、改善可
能な課題がある場
合は、B。
・目標を達成する環
境が整っていない、
もしくは検討段階で
ある場合は、C。
・まったく事業に対す
る取り組みができて
いない場合は、D。

①自立支援・介
護予防・重度化
防止

介護予防普及啓発事業の充実
①介護予防講座の実施
公民館等で、運動メニューを中心
に口腔・栄養・認知症予防を取り
入れた講座を開催し、仲間づくり
や地域のつながりを深めながら、
介護予防の普及啓発を進めてい
きます。
また、地域からの依頼に応じて出
前講座として、住民主体の通い
の場へ出向き、介護予防の普及
啓発を進めるとともに、フレイル
サポーター、コグニサイズ普及
員、8020運動推進員、いきいき健
康サポーター、食のソムリエ等の
活動の場の拡大を目指します。
また、地域高齢者支援センターと
連携を図り、身近な場所で気軽
に集うことができる居場所づくりを
推進し、介護予防活動を展開しま
す。

ア　運動講座の開催数と延参加者数
R3　　124回　　3,100人
R4    130回　  3,250人
R5　  136回　 3,400人
イ　栄養講座の開催数と延参加者数
R3　　47回　　950人
R4  　50回　　1,000人
R5  　50回　　1,000人
ウ　口腔講座の開催数と延参加者数
R3　　47回　　950人
R4  　50回  　1,000人
R5  　50回　  1,000人

85

ア　運動講座の開催数と延参加者
数
　R5　　159回　　2,154人

イ　栄養講座の開催数と延参加者
数
　R5　　13回　　　201人

ウ　口腔講座の開催数と延参加者
数
　R5　　 14回　　　232人 A

　地域高齢者支援センターと連携して
講座を実施した。利用者が安心して
参加できるよう、感染予防対策を講じ
て実施するとともに、新型感染症の５
類移行に伴い、運動講座については
各団体の参加者数が増加した。
　栄養講座や口腔講座については、
事業の統廃合や実施主体の変更（高
齢者支援センター主催）に伴い、実施
回数及び延参加者数が減少したが、
より広く周知するため、商業施設にお
けるフレイル予防の普及啓発イベント
などを実施した。

　ひきつづき感染予防対策を講じながら、運動に加えて、
栄養や口腔に関する講座の開催を強化するともに、地域
高齢者支援センターとの連携を図り、各地域住民が集ま
る公共施設や商業施設におけるフレイル予防普及啓発
活動を推進する。

①自立支援・介
護予防・重度化
防止

②出前講座の実施
地域全体で介護予防や防犯の意
識が高まるよう、老人クラブや自
治会等の活動場所に出向いて引
き続き講座を実施します。栄養士
や歯科衛生士などの専門職等が
講師となる高齢者のための健康
講座（体操・口腔・栄養）、介護保
険制度や認知症理解・予防のた
めの講座、健康づくり、生涯学
習、生活相談、秦野警察署と連
携した防犯研修会や交通安全教
室などを行います。

実施回数
R3　　260回　4,000人
R4  　270回　4,100人
R5  　280回　4,200人

86
75

高齢者のための健康講座（体操・
口腔・栄養）、介護保険制度や認知
症理解・予防のための講座、健康
づくり、生涯学習、生活相談、交通
安全講座などがあります。
実施回数
　R5　　255回　　3,732人

A

　感染予防対策を講じて実施するとと
もに、新型感染症の５類移行に伴い、
実施を希望する団体や新規申込みの
団体があり、新型感染症以前に近い
水準まで実施回数及参加者数が増加
した。

　各団体の要望を確認しながら、介護予防に資する習慣
を継続的に伝える。また地域の活動団体に周知を図るこ
とで、新規申込みを増やす。

令和５年度（年度末実績）第８期介護保険事業計画に記載の内容
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令和５年度（年度末実績）第８期介護保険事業計画に記載の内容

ア　地域介護予防活動の認定
地域介護予防活動の補助交付団体数と
認定団体数
R3　　補助65団体　認定15団体
R4  　補助74団体　認定16団体
R5  　補助83団体　認定17団体

ア　地域介護予防活動の認定
地域介護予防活動の補助交付団
体数

　R5　　補助68団体　認定16団体

　ボランティアの高齢化により活動を
縮小する団体もあったが、感染予防
対策を行うことで工夫して活動出来
た。

　地域介護予防活動支援補助金及び認定の周知を図り、
地域の身近な場所での憩いの場を増やす。

イ　認定ヘルパー・認定ドライバー養成
研修の実施
認定ヘルパー養成研修
R3　　1回
R4  　1回
R5  　1回

ｲ　認定ヘルパー養成研修
　R5　　1回

　予定通りの実施ができた。 　実際に就労に結び付くよう、受講者のフォローアップを
行う。

認定ドライバー養成研修
R3　　2回
R4  　2回
R5  　2回

認定ドライバー養成研修
　R5　　2回

　予定通りの実施ができた。
　また、担い手確保を目的として、修
了者に対するアンケート調査を実施し
た。

　アンケート調査結果をもとに、フォローアップ研修を実施
し、担い手確保につなげる。

ウ　キャラバンメイトの育成・支援
R3　340人
R4  　360人
R5  　380人

ウ　キャラバンメイトの育成・支援
　Ｒ5　　延　346人（9人養成）

　県主催講座への参加を積極的に呼
びかけ、新規9人のキャラバン・メイト
を養成した。

　養成後、実際の活動につながらない、継続活動ができ
ない人も多く、支援が必要である。

エ　自主グループ団体数
R3　　36団体
R4  　43団体
R5  　50団体

エ　自主グループ団体数
　 R5　　30団体

　H30年度から、はだのさわやか体操
ゆっくりバージョンを各地域団体にお
いて普及している。新型感染症拡大
の影響で休止する団体もあったが、
活動を再開する団体や新規団体があ
り増加した。

　介護予防に資するはだのさわやか体操ゆっくりバージョ
ンを、市内各所に普及するため、地域で集まれる通いの
場を把握し、体操の要素を取り入れらるよう支援する。ま
た、自主グループの代表者や参加者の高齢化に伴い、
運営に困難が生じている団体があり、継続的な実施がで
きる体制整備支援が必要である。

【現状】本市では、平成28年1月か
ら、介護予防・日常生活支援総合事
業を開始しています。介護予防・生
活支援サービス事業として、要支援
者等の多様なニーズに対応できるよ
う、全国一律の基準による予防給付
型サービスのほか、国基準の一部を
緩和した市独自の基準による基準緩
和型サービス、住民ボランティア主
体によるサービス、リハビリ専門職
等による短期集中サービス及び移動
支援サービスを実施しています。ま
た、一般介護予防事業として、65歳
以上の全ての高齢者を対象とした介
護予防事業を実施し、要介護・要支
援認定を受ける前の虚弱な高齢者を
対象とした、さまざまな健康増進、
介護予防事業を展開しています。
【課題】高齢者がその有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことが
できるように支援し、要介護状態等
となることの予防、要介護状態等の
軽減若しくは悪化の防止を図ること
ができるよう、適宜、事業の在り方
を見直すことや、地域高齢者支援セ
ンターのケアマネジメントにより適
切なサービスが提供されるようにす
ることが必要です。また、機能回復
訓練などの高齢者本人へのアプロー
チだけでなく、生活環境の調整や、
地域の中で生きがいや役割を持って
生活出来るような居場所と出番づく
りなど、高齢者本人を取り巻く環境
ヘのアプローチを含めた、介護予防
で得られた活動的な状態をバランス
よく維持するための活動や社会参加
を促す取組が必要です。

①自立支援・介
護予防・重度化
防止

③介護予防活動の育成・支援
ア　地域介護予防活動の支援
高齢者にとっては居場所となり、
支え手にとっては社会参加や生
きがいとなるような、地域住民や
民間事業者による自主的な介護
予防活動を支援します。地域に
通いの場を立ち上げ、継続してい
くことができるように活動経費の
一部を補助するほか、市が活動
を認定し、活動内容等の周知を
支援します。
イ　認定ヘルパー、認定ドライ
バー研修の実施
本市独自の介護予防事業であ
る、介護予防・日常生活支援総
合事業の基準緩和型・住民主体
型サービスの従事者を養成する
研修を行います。
ウ　キャラバンメイトの育成・支援
認知症になっても住み慣れた地
域で生活することができるまちを
目指して、認知症サポーター養成
講座の講師及び地域での見守り
の支援者となるキャラバン・メイト
の定期的な養成に努めます。
エ　自主グループ
地域高齢者支援センターと連携
を図り、身近な場所で気軽に集う
ことができる居場所づくりを推進
し、介護予防活動を展開します。

85
66
77

A
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令和５年度（年度末実績）第８期介護保険事業計画に記載の内容

①自立支援・介
護予防・重度化
防止

介護予防・生活支援サービス事
業の充実
住民主体型サービス（通所型）
元気な高齢者、要支援等の方を
対象に、住民ボランティア団体、
ＮＰＯ等が運営する通所サービス
（介護予防体操、会食などを行う
通いの場）を実施します。

サービス件数（利用者延べ人数）
R3　1,786件
R4　1,965件
R5　2,162件

84

サービス件数（利用者延べ人数）
　R5　　3,418件

A

　予定通りのサービスを実施し、サー
ビス利用者が増加した。

　より広くサービスを周知し、利用者及びボランティアを増
やすため、各地域高齢者支援センター等関係機関との連
携を図る。

①自立支援・介
護予防・重度化
防止

地域介護予防活動支援事業の充
実
地域の高齢者の通いの場の充実
超高齢社会において健康寿命の
延伸を図るため、定期的に介護
予防体操を行う通いの場を増や
します。

「はだのさわやか体操で介護予防」参加
実人数
R3　430人
R4　500人
R5　570人

86

参加者実人数
　R5　　427人

A

　新型感染症拡大の影響で休止する
団体もあったが、活動を再開する団体
があったことや、各団体の参加者数
が増えたことで、新型感染症以前に
近い水準まで、参加実人数は増加し
た。

　適切な感染対策を講じながら、介護予防体操を継続し
て実施できるよう支援する。また、地域での活動団体の
把握を進め、各活動団体の取組に体操を取り入れられる
よう支援することで、通いの場の拡大を図る。

①自立支援・介
護予防・重度化
防止

介護予防・日常生活支援総合事
業において取り組む各事業につ
いて、目標値の達成状況等の評
価を行い、その結果を検証して事
業の改善に生かしていきます。

一般介護予防事業評価事業の実施

87

要支援者等に対する効果的かつ効
率的な支援を目指すため、総合事
業の実績調査を実施した。

介護保険からの卒業件数
　R5　117件

A

　介護予防・日常生活支援総合事業
における各事業について、サービス
の利用状況をまとめ、卒業件数（介護
予防・日常生活支援総合事業を利用
し、自立した件数）について確認した。

　介護予防・日常生活支援総合事業のサービスＡ・Ｂ・Ｃ・
Ｄの特徴を活かした効果的なサービス提供について検討
していく。

①自立支援・介
護予防・重度化
防止

地域における介護予防の取組を
強化するために、通所、訪問、地
域ケア会議、住民主体の通いの
場等へのリハビリテーション専門
職等の関与を促進します。

地域リハビリテーション活動支援事業の
会議の開催回数
R3　6回
R4　6回
R5　6回

87

実施回数
　R5　　2回

A

　地域ケア会議、通いの場での体力
測定・体操指導にリハビリテーション
専門職の関与を促すとともに、地域リ
ハビリテーション活動支援事業の評
価を実施した。
　なお、令和4年度で介護予防体操Ｄ
ＶＤ改訂作業が終了したことから、会
議の開催回数は減少したが、令和5
年度は、改訂版DVDの普及を図るた
め、活用方法等ついて検討を行った。

　リハビリテーション専門職の協力を得ながら、全市的に
新たに完成した介護予防体操改訂版の普及を図る。ま
た、健康寿命の延伸につながる介護予防活動であるか
評価する必要がある。
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令和５年度（年度末実績）第８期介護保険事業計画に記載の内容

②給付適正化

要介護認定は介護保険法の定め
により、全国一律の基準で客観
的かつ公平に行う必要がありま
す。適切な認定審査が行われる
よう、認定調査員や認定審査会
委員の研修を実施し公平・公正な
認定に努めます。

要介護認定の適正化

98

●介護認定審査会実施回数
　R5　　167回
●要介護・要支援認定審査件数
　R5　　5,511件
●秦野市主催認定調査員研修
　R5　2回実施（5月・12月）出席者
16人
●県主催認定調査員研修
　R5　1回実施（5月）出席者9人
●法令改正や手続きの変更等につ
いて包括連絡会やケアマネ事業部
会で周知(適宜)

A

　市主催の介護支援専門員新任者用
の認定調査員研修を行い、調査員が
適正な認定調査の実施と正確な一次
判定の判断ができるように促した。
　また、認定審査会委員に対して、統
計的な推定になじまない申請者固有
の手間があって特記事項や主治医意
見書の記載内容から審査判定が適切
かつ公平に審査ができるよう促した。

　認定調査票の突合結果を分析した内容を、各調査事業
所の認定調査員初任者研修において行っているが、必
要に応じて包括連絡会やケアマネ事業部会で周知してい
く。
　介護認定審査会の各合議体が同じ基準で公平かつ公
正な認定結果が出せるよう引き続き事務局から認定審査
会委員への情報提供を今後も引き続き行っていく。

②給付適正化

受給者が真に必要とする過不足
のないケアプランが作成されてい
るか、厚生労働省の「ケアプラン
点検支援マニュアル」を活用して
多職種と共同して点検を実施し、
介護支援専門員等の「自立支援
に資するケアマネジメント」につい
ての気づきを促し、ケアプランの
質の向上を図ります。

ケアプランの点検

98

（要介護認定者）
対象：介護支援専門員（R4点検を
受けていない者）76人
内容：秦野市介護支援専門員協会
が作成した「自己点検ガイド訪問介
護編」を活用し実施
件数：508件

（要支援認定者）
個別プラン検討型地域ケア会議に
おいて各地域高齢者支援センター
から１件提示し、検討を行った。

A

　「自己点検ガイド～訪問介護編～」
を用いて、提出された点検報告書を
元に介護支援専門員自身がケアプラ
ンを振り返ることができ、必要時、面
談を行い、ケアプランについて話をす
ることで気づきを共有できた。点検終
了後、報告会を行い、ケアプランの質
の向上に向け、全体の傾向と課題に
ついて共有することで適切なケアプラ
ン作成の意識づけにつながった。

　できていないことに着目するのではなく、できていること
（強み）にも着目し、秦野市介護支援専門員協会と共有し
ながら、ケアプランの質の向について検討していく。

②給付適正化

平成29年度から開始したリハビリ
テーション専門職による事前及び
事後の聞き取り・現地調査を引き
続き実施するとともに、介護支援
専門員及び施工事業者への研修
等を行い、要介護等認定者の身
体状態に合った適切な住宅改
修、福祉用具貸与・購入を推進し
ます。

住宅改修等の点検
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住宅改修現地調査実施回数
　R5　　3件

A

　書類審査の結果、現地調査を実施
し、住宅改修、福祉用具購入及び貸
与について、リハビリテーション専門
職による利用者の安全性等に配慮し
た視点での点検を継続して行った。こ
れにより本市事務担当者の審査事務
の資質を向上させるとともに、点検・
調査により把握した内容を分析し、住
宅改修等事業者に対する指導や適正
なサービス環境を整備することにつな
がった。

　適切な住宅改修の利用を推進するため、必要と判断し
た時は、住宅改修等の現地調査や研修を実施していく必
要がある。

②給付適正化

国保連の給付適正化システムを
活用し、複数月にまたがる請求
明細書の内容の確認及び提供さ
れたサービスの整合性の点検を
行うとともに、医療保険の入院情
報と介護保険の給付情報を突合
し、給付日数や提供サービスの
整合性を確認するなど介護給付
の適正化を図ります。

縦覧点検・医療情報との突合
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毎月帳票を用いて医療保険担当と
介護保険担当が点検・連携し、必
要に応じてサービス事業者へ問い
合わせをしている。

A

　国保連に縦覧点検、医療給付情報
の突合について委託しており、医療
給付情報と介護給付情報の突合結果
について情報提供を受けている。医
療保険担当と介護保険担当が連携
し、必要時、サービス事業者へ問い合
わせを行うなど体制をとった。

　今後も日常業務の中での連携し、対応を行う体制を確
立・継続していく必要がある。

給付適正化事業の推進
【現状】
介護保険サービス利用者数の増加に
伴い、介護給付費は年々増加してい
ます。市内のサービス事業者数も増
えていく中で、限られた財源を有効
に活用し、真に必要なサービスを提
供していくためには、介護給付の適
正化を推進していく必要性、重要性
が更に高まっています。
また、適切なサービスの確保を行う
とともに不適切な給付を減らすこと
は、介護保険制度の信頼を高め、制
度の持続可能性を高めていくことに
もつながります。
【課題】
給付適正化事業の実施には、介護支
援専門員（ケアマネジャー）との連
携が必要不可欠です。適正化の目的
を広く市民や事業者と共有していく
ことに加え、ケアプランの作成を中
心としたケアマネジメントを担う介
護支援専門員との連携を強化し、適
正化への理解や協力を求めていく必
要があります。
また、適正化事業を推進していくう
えで、専門的な知識を有する職員の
配置が十分とは言えない現状では、
ケアプランの点検等において細部に
わたった点検が効果的に実施できて
いるとは言い難く、今後、市におい
ても専門職の配置を含めた職員体制
の構築を検討していく必要がありま
す。
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